
公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会シャトルバス等助成制度要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会（以下「協会」という。）が

一定規模以上のＭＩＣＥ（ミーティング、インセンティブ旅行、コンベンション、イベント等）

を開催する主催者に対し、ＭＩＣＥの魅力向上を目的に、鹿児島市内のコンベンション施設や

スポーツ施設、ユニークベニューまたはエクスカーション等を利用するため、移動に必要なシ

ャトルバスの一部経費やフェリー移動の一部経費を助成することについて、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（助成の対象） 

第２条 助成の対象となるＭＩＣＥは、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。  

（1） 鹿児島市内で開催されるもの 

（2） 鹿児島県外からの参加者宿泊数（開催日前日から終了日までの期間において、鹿児島市

の宿泊施設に最も多く宿泊した日における当該宿泊者の総数をいう。）が５００名以上の

もの 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象事業とし

ない。  

（1） 国または地方公共団体が主催、共催するもの 

（2） 営利を目的とするもの  

（3） 政治的又は宗教的活動を目的とするもの  

（4） 公序良俗に反するもの  

（5） 暴力団、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するもの  

３ 第１項の規定に関わらず、理事⾧が認める場合は、この限りでない。 

 

 （助成の申請者） 

第３条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、前条の要件をすべて満たす申

請者であること。 

２ ミーティング、インセンティブ旅行においては、主催またはツアーを取り扱う旅行取扱事業

者等も対象とする。 

 

 （助成の対象経費） 

第４条 助成の対象となる経費は、鹿児島市内にある２カ所以上の会場（懇親会会場含む）を結

ぶバスに使用する経費や、鹿児島港と桜島港を結ぶフェリーに使用する経費とする。 

 

（助成の金額） 

第５条 助成の金額は、県外からの大会参加者のうち、鹿児島市内の宿泊施設に宿泊した者が最

も多い日における宿泊者総数に応じて、当該各号に定める金額を上限として理事⾧が決定する。



ただし、その金額が申請額を上回る場合は申請額を限度とする。 

（1） ５００名以上    ５０，０００円 

（2） １，０００名以上 １００，０００円 

（3） ２，０００名以上 ２００，０００円 

２ 鹿児島港と桜島港を結ぶフェリーに使用する経費の助成の金額は、バスの航送料によるも

のとし、前条に定める金額を上限として理事⾧が決定する。ただし、その金額が申請額を上回

る場合は申請額を限度とする。 

（1） 桜島フェリー利用におけるバス航送料（人数に限らず） 

 

 （助成の申請） 

第６条 申請者は、事前に次に掲げる書類を理事⾧に提出しなければならない。 

（1） シャトルバス等助成金交付申請書（様式第１） 

（2） 事業計画書（様式第２） 

（3） 暴力団排除に関する誓約・同意書（様式第３） 

（4） 行程表（バスやフェリー利用が分かるもの） 

（5） その他理事⾧が必要と認める書類 

 

 （助成の交付決定） 

第７条 前条の申請があったときは、直ちに助成の可否を決定し、申請者にシャトルバス等助成

金交付決定通知書（様式第４）を通知するものとする。 

 

 （実績報告） 

第８条 申請者は、交付対象となる大会が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて、

理事⾧に提出しなければならない。 

（1） シャトルバス等助成金実績報告書（様式第５） 

（2） 参加宿泊者数証明書（様式第６－１）又は参加宿泊者数名簿（様式第６－２）、名簿 

（3） 委託業者会社からのバス借上げ費用やフェリー利用が分かる請求書又は領収書の写し 

（4） その他理事⾧が必要と認める書類 

 

 （助成の交付確定） 

第９条 前条の報告があったときは、審査のうえ直ちに助成金の交付確定を行い、申請者にシャ

トルバス等助成金交付確定通知書（様式第７）を通知するものとする。 

 

 （助成金の交付） 

第１０条 前条の規定による通知を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、シ

ャトルバス等助成金請求書（様式第８）を理事⾧に提出しなければならない。 

 

 （決定の取り消し） 



第１１条 申請者から提出された申請書類等に虚偽の記載があったときは、助成金の交付の決定

を取り消すとともに、既に交付している助成金があった場合は、申請者は当該助成金を返還す

るものとする。 

 

 （提出書類の省略） 

第１２条 助成金の交付と同時にＭＩＣＥ開催補助金の交付を受けようとする申請者は、一部の

書類の提出を省略することができる。 

（1） 事業計画書（様式第２） 

（2） 暴力団排除に関する誓約・同意書（様式第３） 

（3） 参加宿泊者数証明書（様式第６－１）または参加宿泊者数名簿（様式第６－２、別紙）  

 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、理事⾧が別に定める。 

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会の設立の登記の日から施行する。 

 

 （財団法人鹿児島観光コンベンション協会コンベンション開催助成要綱の廃止） 

２ この要綱の施行に伴い、財団法人鹿児島観光コンベンション協会コンベンション開催助成要

綱（平成１１年４月１日制定）は、廃止する。 

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に前項の規定による改正前の公益財団法人鹿児島観光コンベンショ

ン協会コンベンション開催助成要綱に基づく助成金交付に係る申請その他の行為は、この要綱

の相当規定によってなされたものとみなす。 

 

  付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


